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新紙幣発行に便乗した詐欺にご注意！ 

 

 
 
 

SNS で稼ぐ話を発信している個人のアカウントにメ
ッセージを送ったら、稼ぎ方の指南やサポートして
くれると言われて契約をした。2 か月間、言われる
とおりに運用していたが、思ったように稼げない。 

副業を始める人や個人事業主から、事例のような相
談がよく寄せられます。SNS で発信している人自身
は、自らの工夫や努力で稼いでいるかもしれません
が、果たして同じことをやればだれでも稼げるので
しょうか。その点を冷静に判断することが大切で
す。稼ぎ方の指南やサポート契約は稼げるという結
果を保証するものでありません。役務提供を受ける
契約なので、サービスを提供されれば契約不履行と
はなりません。 
 
 

新規・継続合計 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

10 件 

10 件 

1 件 

36 件 

0 件 

3 件 

2 件 

0 件 

10 件 

7月の相談件数 

月の相談件数 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 
例えば、架空請求はがき等 

 約 20年ぶりに新紙幣が発行されました。新紙幣発行に便乗して紙幣をだまし取ろうとする詐欺トラブル
が予想されますので、注意が必要です。 
【予想される詐欺事例】・旧紙幣が使えなくなるから交換してあげると言われた。 

・持っている新紙幣を「それは偽札だ」と言われ、交換を求められた。 
・金融機関の職員を装った者から「旧紙幣を新紙幣と交換する」と言われた。 

新紙幣発行後も、旧紙幣は今まで通り使えます。また、金融機関や行政機関が新紙幣に交換を求めること
はありませんので、絶対に第三者に紙幣を渡さないでください。 
新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察や消費生活相談窓口に相談しましょう。 
 

 
 


